
 

 

 
国際博覧会大阪誘致構想検討会設置要綱 

 

（設置目的） 

第 1条 国際博覧会の大阪開催を誘致する場合の課題や対応策等について幅広く検討す

るため、行政、経済界、有識者による国際博覧会大阪誘致構想検討会（以下「検討会」

という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第 2条 検討会は、次に掲げる事項について検討を行う。 

（１）2025年国際博覧会の大阪開催を誘致する場合の課題や対応策等に関すること 

（２）その他、国際博覧会開催誘致に関して必要と認められること 

 

（組織） 

第 3条 検討会は、知事が委嘱する委員をもって構成する。 

 

（座長）  

第４条 検討会の円滑な進行等を図るため、進行役として、座長を置くことができる。 

２ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。  

 

（会議）  

第５条 検討会は、大阪府が招集する。  

２ 大阪府は、第３条に規定する委員のほか、必要に応じて委員以外の者に対して出席

を求めることができる。 

３ 検討会の会議は、原則として公開する。 

 

 （庶務）  

第６条 検討会の庶務は、政策企画部企画室政策課において行う。  

 

（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別途定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２７年４月１５日から施行する。 

資料１ 



 
 

【委員名簿】  

国際博覧会大阪誘致構想検討会 

 

（平成27年4月28日現在） 

 氏   名 所 属 ・ 役 職 

行

政 
植田  浩 大阪府 副知事 

 大阪府市長会  （5月１３日の市長会総会で決定） 

 大阪府町村長会 （5月１５日の町村長会総会で決定） 

鍵田  剛 大阪市 政策企画室長  

米澤 博隆 堺市 市長公室長 

経

済

界 

児玉 達樹 大阪商工会議所 常務理事・事務局長 

齊藤 行巨 一般社団法人 関西経済同友会 常任幹事・事務局長 

田辺 貞夫 公益社団法人 関西経済連合会 常務理事 

有

識

者 

植田 和弘 
京都大学 副学長、 

京都大学大学院 経済学研究科 教授 

佐野真由子 
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国際日本文化研究センター 

准教授 

田口 隆久 
国立研究開発法人 情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 

副研究センター長 

中牧 弘允 
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立民族学博物館 名誉教授、 

吹田市立博物館 館長 

橋爪  紳也 
大阪府立大学 特別教授、 

大阪府立大学 ２１世紀科学研究機構 観光産業戦略研究所 所長 

山崎   亮 
株式会社 studio-L 代表取締役、 

東北芸術工科大学 教授 

 
  


